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１ 開  会  

（午前１０時３０分 開会） 

 【司会】  では、定刻となりましたので、ただいまから令和４年度第

１回大阪府国土利用計画審議会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまし

て誠にありがとうございます。 

 私は本日の司会を務めます大阪都市計画局計画推進室計画調整課の堀口

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の審議会は、委員数２３名のうち、現在１５名の委員に出席をいた

だいておりますので、大阪府国土利用計画審議会条例第５条第２項の規定

により、本審議会の定足数を満たしており、本審議会が成立していること

を御報告申し上げます。 

 なお、本審議会は公開で行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議会の開会に当たり、大阪府 大阪都市計画局長 角田より

御挨拶を申し上げます。 

【大阪都市計画局長 角田】  皆様おはようございます。大阪都市計画

局局長の角田でございます。 

 令和４年度第１回大阪府国土利用計画審議会の開会に当たりまして、一

言御挨拶申し上げたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、そして、昨日からの大

変な寒波の中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、本日の開催日時の調整に当たりましては、皆様の御協力によりま

して、開催できる運びとなりましたことを、これも併せて御礼申し上げた

いと思います。 

 さて、まちづくりに関しましての近況でございますけども、私ども大阪
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都市計画局では、昨年１２月に東西二極の一極を担います副首都として、

大阪がさらに成長・発展していくため、大阪の目指すべきまちづくりの方

向性などを示しました大阪のまちづくりグランドデザインを作成いたしま

した。 

 今後は、このグランドデザインに基づきまして、大阪全体のまちづくり

を推進してまいりたいと考えております。 

 なお、お手元には、その概要版を配付させていただいております。また、

本編なんですが、非常にボリュームのあるものでございますので、大阪府

のホームページに掲載しております。もしお時間許すときございましたら、

御覧いただければ幸いでございます。 

 さて、本日の大阪府国土利用計画審議会におきましては、農業地域の変

更に伴います大阪府土地利用基本計画の変更についての御審議をいただき

ますとともに、第５次大阪府国土利用計画の進捗状況などについて、御報

告させていただきたいと思います。 

 委員の皆様には忌憚のない御意見、御審議を賜りますようお願い申し上

げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  ありがとうございました。 

 では、本日の審議会に御出席いただいております委員の皆様の紹介をし

てまいります。 

 まずは、学識経験者の委員の皆様を御紹介いたします。加我委員でござ

います。 

【加我 会長】  加我でございます。よろしくお願いします。 

【司会】  岡井委員でございます。 

【岡井 委員】  岡井でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  坂野上委員につきましては、お配りしております委員配席表
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には記載がございますが、本日、欠席との御連絡をいただいております。 

次に、塩見委員でございます。 

【塩見 委員】  塩見です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  長谷川委員でございます。 

【長谷川 委員】  長谷川です。よろしくお願いします。 

【司会】  藤田委員でございます。 

【藤田 委員】  藤田でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  牧委員でございます。 

【牧 委員】  牧です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  中谷委員でございます。 

【中谷 委員】  中谷でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  栗本委員で、栗本委員様は、今こちらに向かっておられると

いう連絡を受けております。 

 高村委員でございます。 

【高村 委員】  高村です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  続きまして、大阪府議会議員の委員の皆様を御紹介いたしま

す。 

 三田委員でございます。 

【三田 委員】  よろしくお願いいたします。 

【司会】  いらはら委員でございます。 

【いらはら 委員】  よろしくお願いいたします。 

【司会】  植田委員でございます。 

【植田 委員】  植田でございます。 

【司会】  岡沢委員でございます。 

【岡沢 委員】  おはようございます。よろしくお願いします。 
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【司会】  前田委員でございます。 

【前田 委員】  よろしくお願いします。 

【司会】 八重樫委員でございます。 

【八重樫 委員】  八重樫でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  内海委員でございます。 

【内海 委員】  内海でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  塩川委員でございます。 

【塩川 委員】  よろしくお願いします。 

【司会】  御紹介は以上でございます。 

議事に入らせていただく前に、委員の皆様にお配りしております資料の

確認をさせていただきます。 

 お手元の配付資料一覧を御覧ください。 

 １、「配付資料一覧」及び「委員配席表」。 

 ２、大阪府国土利用計画審議会条例及び規則。 

 ３、「議題」及び「委員名簿」「幹事名簿」。 

 ４、右上に資料１と書かれました令和４年度第１回大阪府国土利用計画

審議会議案書。 

 ５、同じく右上に資料２と書かれました、大阪府土地利用基本計画の変

更について説明資料でございます。 

 ６、委員の皆様にはパワーポイント資料としまして、議案説明時のパワ

ーポイントの表示画面を印刷したものをお手元に配付させていただいてお

ります。 

 以上、不足等ございませんでしょうか。 

 よろしいでございましょうか。 

 それでは、審議に入らせていただきます。以降の議事につきましては、
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大阪府国土利用計画審議会条例第５条第１項の規定により、「会長が当審

議会の議長となる」と定められておりますので、加我会長に議事進行をお

願いしたいと思います。 

 加我会長、よろしくお願いいたします。 

【加我 会長】  改めまして、本日お集まりいただきまして誠にありが

とうございます。大阪公立大学の加我でございます。 

 では、本日の会議の進行のほうを進めさせていただきます。 

 まず、本日の会議録の署名委員を決めさせていただきます。会議録の署

名委員は、本審議会規則第６条第２項の規定により、会長及び会長が指名

する委員となっておりますので、誠に僭越ではございますが、私から次の

お二人の委員にお願いしたいと思ってございます。 

 まず、学識経験者の委員からは塩見委員に、また、大阪府議会議員の委

員からは八重樫委員にお願いしたいと思います。委員の皆様、御異議ござ

いませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

【加我 会長】  ありがとうございます。では、塩見委員、八重樫委員

のお二人、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

 

２  議第１号「大阪府土地利用基本計画の変更について（農業地域の縮

小）」 

 

【加我 会長】  では、改めまして議事を進めていきます。今回は審議

案件１件、報告事項が１件の計２件が議題となっております。 

 まず、審議案件としまして、第１号議案「大阪府土地利用基本計画の変
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更について（農業地域の縮小）」でございます。内容について幹事に説明

させます。よろしくお願いします。 

【幹事 泉計画調整課参事】  大阪都市計画局計画推進室参事の泉でご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず、大阪府土地利用基本計画の変更内容である第１号議案の農業地域

の縮小について御説明しますが、説明に入ります前に、土地利用基本計画

の概要及び大阪府の現行計画について御説明いたします。 

 大阪府土地利用基本計画は、国土利用計画法第９条の規定により、大阪

府国土利用計画（第五次）を基本として策定しており、都市計画法や農業

振興地域の整備に関する法律などの個別規制法の総合調整機能を果たす上

位計画となります。 

 大阪府土地利用基本計画は、計画書と計画図から構成されており、計画

書に「土地利用の基本方向」として、土地利用に関する「基本理念」「将

来像と基本方針」「原則」を記載するとともに、五地域区分が重複する地

域における土地利用に関する調整指導方針を記載しております。 

 また、計画図には、都市地域や農業地域など５つの地域の範囲を５万分

の１の図面にて示しております。 

 ５つの地域の指定の考え方につきましては、国土交通省が作成した国土

利用計画法に基づく国土利用計画及び土地利用基本計画に係る運用指針に

基づき、次のとおり定めております。 

 都市地域は都市計画法に基づく都市計画区域に相当する地域、農業地域

は、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域に相当する地

域、森林地域は森林法に基づく国有林及び地域森林計画対象の民有林の区

域に相当する地域、自然公園地域は自然公園法に基づく自然公園に相当す

る地域、自然保全地域は自然環境保全法に基づく大阪府自然環境保全条例
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による大阪府自然環境保全地域に相当いたします。 

 これらの考え方に基づき指定された５つの地域の規模は、現時点でお示

ししている表のとおりであり、５地域区分合計は、大阪府域全体面積の約

１．５倍となっております。 

 こちらの図は、５つの地域の指定の状況を概念的に示したものでござい

ます。本計画においては、この重複するエリアにおける土地利用に関する

調整、指導の方針が重要となります。５地域区分の重複する地域における

土地利用に関しては、調整指導方針により土地利用を図ることとしており

ます。 

 それでは、第１号議案 「大阪府土地利用基本計画の変更（農業地域の

縮小）」について御説明いたします。 

 議案書の４ページ及び説明資料の２ページ以降に記載の整理番号１・和

泉農業地域の縮小について御説明いたします。 

 今回、和泉農業地域の縮小対象となるのは、和泉市の北部に位置する観

音寺地区であり赤枠で示す範囲となります。本地区は、市道和泉中央線沿

道の地区であり、現況は農地及び自動車関連店舗などとして利用され、南

側は市街地が広がっております。地域区分は全域が都市地域で、斜線部分

が市街化区域、斜線部分以外が市街化調整区域となっております。また、

オレンジ色部分が農業地域で、そのうち斜線部分が農用地区域であり、今

回縮小する赤枠部分は市街化調整区域と農用地区域以外の農業地域が重複

する地域となっております。 

 次に、調整指導方針における都市地域と農業地域とが重複する地域の場

合について説明させていただきます。 

 先ほど説明しましたとおり、都市地域には市街化区域と市街化調整区域

があり、また、農業地域には農用地区域とそれ以外がございます。都市的
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土地利用をされる市街化区域と農業地域は重複しないこととしており、①

のように市街化調整区域と農用地区域とが重複する場合は、農地としての

利用を優先することとしております。 

 続いて、②にありますように、農用地区域以外の農業地域との重複であ

れば、土地利用の現況にも留意しつつ、農業上の利用との調整を図りなが

ら都市的な利用も認めるとしております。 

 今回、縮小対象となる赤枠の観音寺地区は、現在、市街化調整区域でご

ざいますが、令和２年度に都市計画の区域区分の一斉見直しの際に、保留

区域として設定しており、今般、計画的な市街化の目途が立ったため、本

年２月に開催予定の大阪府都市計画審議会で保留区域を解除し、市街化区

域へ編入することについて審議予定となっております。 

 先ほど御説明しましたとおり、市街化区域と農業地域は重複しないこと

から、農業地域の約２ヘクタールを縮小するものでございます。 

 本案件の変更によりまして、説明資料の１ページの総括表にございます

とおり、農業地域は３万２，５３２ヘクタールから２ヘクタール減少し、

３万２，５３０ヘクタールとなります。 

 なお、御説明させていただいた変更（案）につきまして、和泉市へ国土

利用計画法第９条に基づく意見照会を行ったところ、意見はございません

でした。 

 第１号議案の説明は以上でございます。 

【加我 会長】  それでは、ただいまより審議に入ります。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問はございませんでしょう

か。どうぞ。 

【中谷 委員】  大阪府農業会議の中谷でございます。 

 まず、最初に、議案の中で農業地域の縮小という言葉が出てまいりまし
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た。私といたしましては、大阪府の農地を守る、それが農業委員会また農

業会議の職務だというふうに思っております。 

 最初の言葉を見たときに、本当に残念でなりませんでした。しかし、和

泉市のほうで、もう意見聴取をされて異議なしというようなことでござい

ますが、実は、昨年の５月に農業経営基盤強化促進法が改正されました。

その中で、人・農地プランというプランが今まであったわけでございます

けれど、それが法定化されまして、地域計画の中で目標地図を作成しなさ

いと、令和５年の４月１日から令和７年の３月３１日までの間に、大阪府

下７７０か所の地域に目標地図を作成しなさいということが法定化されま

した。私自身も現在、私の地区で集落の皆さん方と話合いをしております。

その中で、もう農業するのだんだん、しんどなってきたと、そやから市街

化区域に編入してもらわれへんかなとか、そういうやっぱり意見が多々出

ております。 

 しかしながら、やっぱり農地は先祖伝来からずっと継承しておりますし、

地域の景観形成にも大きなやはり役目を果たしております。そういうふう

なことから、農業委員会といたしましても、また、大阪府農業会議といた

しましても、地域の皆さん方と十分話合いをして農地は農地として次代に

引き継げるような形で残していくというような話合いをしておるところで

ございます。そういうふうな状況の中で、そういう努力もされておる方も

たくさんあるんですけれど、今、農地の縮小というような言葉を聞いたと

きに、非常に残念でございますけれど、やっぱり大阪の農地は大阪の農民

で守っていく、そして、また些少ではありますけれど、大阪産（もん）と

いう、前の橋下大阪府知事が名前をつけていただきましたけれど、やっぱ

り大阪府内で採れた農産物を大阪府民に供給する、その供給基地であると

いうようなことを皆さん方にも御認識をいただいて、大阪の農業をできる
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だけやはり皆さん方にも御理解をいただき、御協力をいただきたいなとい

うように思います。 

 ただ、このことについて反対とかそういうことではございません。そう

いう農地が縮小されるということ自体が、ちょっと残念に思いましたので、

少し意見として述べさせていただきました。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 御意見としていただきましたけど、事務局のほう、大阪の農政について

ということで御意見等ございませんでしょうか。 

【幹事 泉計画調整課参事】  貴重な意見、ありがとうございます。 

 今回の縮小内容でございますけれども、都市計画の基本的な考え方とし

ましては、人口減少社会が進行する中、現行の市街化区域内における既成

市街地の再整備や低未利用地の活用等により、土地の有効活用を図り市街

地の無秩序な拡大の抑制に努めることを基本としております。 

 このため、市街化区域編入に当たっては、どこでもというわけではなく、

駅周辺や幹線道路において必要最小限の区域で計画的な市街化が確実な場

合に限り認めていくことを基本としております。 

 農地面積の増減に深く関わる農地の保全については、地域力による持続

可能な農空間づくりの推進、遊休農地の解消・未然防止、営農環境の整備

等々の施策が非常に重要だと思っておりまして、これらの施策を担ってい

る農政部局とも引き続き連携を図ってまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 
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【中谷 委員】  ありがとうございます。 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 大阪の農業は大阪の地域にとって、さらに我々住民の府民の暮らしにと

ってということと、あと、なりわいとしての農業を強化していくというこ

とがあってということだと思いますので、引き続き農政のほうも含めて、

大阪の農業を力強くしていただければというふうに思います。ありがとう

ございます。 

 ほかに御意見ございませんでしょうか。 

 岡井委員、よろしくお願いします。 

【岡井 委員】  今の御説明等に関しまして、大阪府の中でも農地を保

全していきたいという意向があるというふうに承知しております。 

 今回の農業地域の縮小そのものに反対というわけではもちろんないので

すけれども、これまでこの観音寺地区の状況を言いますと、守るべき農振

農用地と市街化区域の間に農振白地があることで、市街地と農地との間で

の緩衝的な役割をなしていたかと思います。今回、この農振白地のところ

が市街化区域になるということで、将来的な土地利用によるわけですが、

農業サイドにとっても都市サイドにとっても田んぼや畑等々と市街化エリ

アというものが隣接することで、そこに人が住むようになれば農業の何ら

かのことが、においであるとかいろんな問題が発生したりとか、農業サイ

ドにとっても生活排水などの課題が生じる可能性というのがあるかなと思

いますので、市街化区域になった後の土地利用につきまして、農業サイド

にとって問題が生じないような土地利用にしていただきたいなというふう

に思います。 

【加我 会長】  では、事務局のほうでこの市街化区域の編入、その計

画的な市街地の誘導に当たってのつくり方、使い方ということで、今の状
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況があれば教えてください。 

【幹事 泉計画調整課参事】  お答えします。 

 土地利用の状況ですが、市道和泉中央線に隣接しているという立地を活

かしまして、和泉市において地区計画による計画的な市街地整備が確実と

なっておりまして、当該区域の南側の現行市街地区域部分も含めて一体的

に商業系施設を立地する予定であるというふうに聞いております。 

 よろしくお願いします。 

【加我 会長】  いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

 土地利用としては、もう商業系だということになりますが、市街化区域

と市街化調整区域、また、都市的土地利用と農地とのちょうど境界部分に

ありますので、その上物整備に当たっては十分に双方との関係がうまくい

くように御配慮いただければというふうに思います。 

 ほか御意見等ございませんでしょうか。 

 ほか御意見・御質問等がないようですので、表決に入りたいと思います

が、よろしいですか。 

 では、本案件については、御意見をいただきましたけども、いずれも反

対ではなかったということでございますので、本議案を原案どおり承認す

ることにしたいと思いますが御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 御異議がないようですので、原案どおり可決します。 

 

３ 報告事項「大阪府国土利用計画（第五次）のＰＤＣＡについて」 

 

【加我 会長】  では、次に報告事項に移ります。 
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 報告事項でございますが、国土利用計画（第五次）のＰＤＣＡについて

報告がございます。内容について、幹事に説明させます。 

【幹事 泉計画調整課参事】  続きまして、報告事項として「大阪府国

土利用計画（第五次）のＰＤＣＡについて」御説明いたします。 

 先ほど、御審議いただきました大阪府土地利用基本計画が５地域の区分

やそれぞれの地域が重複したときの土地利用の調整等に関する方針を定め

ているのに対しまして、国土利用計画は、土地利用の将来像や基本方針、

土地の利用区分に応じた区分ごとの目標面積を定めております。 

 土地利用区分は、農地、住宅地など９つの区分に分け、それぞれの土地

利用区分ごとに目標年次、令和９年の面積を定めております。また、国土

利用計画では、計画の進捗状況を把握し、点検・評価・改善を行うなどＰ

ＤＣＡサイクルに沿った施策を推進することとしております。 

 なお、第五次計画より、単に面積の増減だけをモニタリングするのでは

なく、関連施策の進捗状況など、質的な観点も含めて総合的に行います。 

 次に、これまでの第五次計画の評価に関する経過について説明いたしま

す。 

 これまでの土地利用区分ごとの面積の把握に加え、総合的に評価を行う

ため、第五次計画より土地利用目的に応じた施策の関連指標による質的評

価を新たに導入しました。関連指標につきましては、関連施策の所管担当

部局とも協議し、本審議会で委員の御意見を踏まえながら項目数を増やす

など、質的評価をこれまで実施してきました。 

 また、昨年の令和４年は、計画の中間年にあたることから、土地利用区

分別及び３つの土地利用の将来像について中間評価を実施し、概ね計画ど

おりの進捗であることを確認しました。本年についても土地利用区分ごと

の面積の把握と関連指標による質的評価を実施し、必要に応じて施策の見
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直しや個別計画への反映を関係部局に働きかけてまいります。 

 まず、質的評価を実施する土地利用区分については、昨年に引き続き、

農地、住宅地、工業用地、商業・業務施設等用地、森林の５つの土地利用

区分について実施することとしており、本日はそれぞれの面積の推移と質

的評価について御報告いたします。 

 まず、農地面積の推移でございます。 

 破線は進捗管理値であり、計画策定時に設定した各年の目標値でござい

ます。また、実線は実績値でございます。表内の数値は１行目のＡが進捗

管理値、２行目のＢが実績値、３行目のＢマイナスＡが進捗管理値と実績

値の差、４行目が実績値の前年差でいずれも単位はヘクタールでございま

す。 

 面積では、令和３年実績は１万２，３９１ヘクタールと進捗管理値を若

干下回り、また令和３年は前年に比べ１４７ヘクタール減少しております。 

 次に、農地の質的評価でございます。 

 表、左側の項目が土地利用目的に応じた施策となります。関連指標は、

農地の保全に向けた施策の進捗や活用状況を把握するために設定したもの

であり、例えば、（１）の多様な担い手の確保であれば、新規就農者数や

企業参入数としておりますが、両者とも数値の実績は増加傾向にあります。

（５）の特定生産緑地の指定ですが、２０２２年に、生産緑地制度が開始

し生産緑地の解除が懸念される３０年を迎えることを受け、創設のあった

制度で、令和４年１２月末で約９割が指定済みとなっております。また、

農業生産性を把握するための指標である１ヘクタール当たりの農業生産額

は増加傾向であります。 

 続いて、住宅地の面積の推移ですが、令和３年が３万５，３２４ヘクタ

ールであり、概ね進捗管理値どおりに推移しております。 
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 住宅地の質的評価でございます。 

 住環境の状況や住宅取得の確保状況を把握するための指標を設定してお

ります。これらの調査は５年に１回となっておりますので、昨年お示しし

た数値をそのまま掲載しております。 

 続いて、（８）住宅ストックの不燃化・耐震化促進の一例として、住宅

の耐震化率は増加傾向であります。また、特に木造密集市街地など、防災

上の課題を有する地域において指定が促進されております防火・準防火地

域指定面積は緩やかな増加となっております。 

 次に、道路面積の推移でございます。 

 令和３年実績は、現時点で資料未公表のため、令和２年の値１万８，３

６１ヘクタールを記載しております。この間の推移は概ね進捗管理値どお

りとなっております。 

 こちらは、河川・水面・水路面積の推移でございます。 

 令和３年実績は９，８９９ヘクタールと概ね進捗管理値どおりに推移し

ております。 

 続いて、都市公園面積の推移でございます。 

 令和３年実績は５，１５３ヘクタールと進捗管理値を上回っております。 

 次に、工業用地の面積の推移でございます。 

 令和３年実績は４，３９３ヘクタールと進捗管理値を１６９ヘクタール

下回っております。これは、主に令和２年秋における大規模製油所の閉鎖

の影響によるものでございます。 

 次に、工業用地の質的評価でございます。 

 （９）幹線道路沿道やベイエリアでの企業立地促進を施策としており、

府内新規工場立地面積に加え、関連施策の状況や工業用地の生産性等を把

握するため、新たに新規立地件数、産業集積促進税制による不動産取得税
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軽減措置に係る確認結果通知書交付件数、府内製造品出荷額を指標として

追加しております。府内新規立地面積、新規立地件数や産業集積促進税制

に関連する指標は減少傾向でありますが、製造品出荷額は増加傾向となっ

ております。 

 次に、商業・業務施設等用地の面積の推移でございます。 

 令和３年実績は２万２，３０３ヘクタールと進捗管理値を２６４ヘクタ

ール上回っております。これは、主に用途未確定の建物敷地が増加したも

ので、先ほどの工業用地面積にて御説明しました大規模製油所の閉鎖の影

響による増でございます。 

 次に、商業・業務施設等用地の質的評価でございます。 

 前回の審議会におきまして、幹線道路沿道だけではなく、駅周辺の周辺

状況の把握について御意見を賜りましたので、今回新たに駅周辺幹線道路

沿道の土地利用の誘導に係る施策と関連指標を盛り込みました。地区計画

の策定など、都市計画手法による駅周辺の件数は１件、幹線道路沿道は４

件でございました。大規模小売店舗立地法関連の届出数は駅周辺で６件、

幹線道路沿道で２件あり、今後も推移に着目してまいります。 

 最後に、森林面積の推移でございます。 

 令和３年実績は５万６，８５４ヘクタールであり、減少傾向であります

が、進捗管理値より高い状況で推移しております。 

 森林の質的評価でございます。 

 （１１）保安林・自然公園地域の指定を施策としております。保安林面

積は増加しております。 

 以上が、土地利用区分ごとの面積増減の状況と関連指標による質的評価

の御報告となります。 

 最後になりますが、今回のＰＤＣＡの結果を踏まえ、引き続き関係部局
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と連携し、大阪の土地利用の将来像の実現に向けた施策を推進してまいり

ます。 

 さらに、現在、国が進めております新たな国土形成計画及び国土利用計

画の策定の動きを注視しながら、次期計画の検討を進めてまいります。 

 御説明は、以上でございます。 

【加我 会長】  では、ただいまの説明につきまして、御質問・御意見

をお受けします。 

 御意見・御質問等ございませんでしょうか。 

 報告案件でもございますので、お気づきの点等を御質問・御意見等いた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【塩見 委員】  府がそれを管理する必要があるのかどうかちょっと分

からないんですけども、一応、この国土利用計画で均衡ある発展というの

が一つ理念にあると思うんですけど、府域全体で例えば市ごとに集計した

ときに、どこでどういうふうな変化があったのかというのを何となく質的

評価とはちょっと違うかもしれないですけど、確認するというのは、この

大阪府の国土利用計画審議会では少し越権的なことなのか、それともやは

り我々審議会の委員としては、ある程度、大阪府内でどのように推移して

いるのか、それはあると参考になる情報かなというふうに思うんですけれ

ども、何かそういうような資料の提示というのは難しいのか、あるいはす

る、この場ではするべきことではないのか、何か御意見をお聞かせいただ

けるとありがたいなと思います。 

【加我 会長】  はい、幹事、いかがでしょうか。 

【幹事 泉計画調整課参事】  お答えします。 

 現在の平成２９年に策定しました国土利用計画ですが、国の全国計画に
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基づいて策定しておりまして、主に先ほど御報告しました土地利用区分ご

との面積の推移をまずは把握することが重要となっております。ただ、面

積だけでは関連施策の動向が分からないということで、面積だけでは表せ

ない質的評価を、この間、充実してきた背景がございます。 

 また、例えば農業であるとか商業・工業については、各部局の審議会等

とも連携しながら、進捗管理を行っておるというのが実情でございます。 

 以上でございます。 

【塩見 委員】  資料として、要するに市町村がある中で、各市の中で

どういう変化があったのかというのを大局的に把握する必要はないんでし

ょうかという質問です。 

 質的な評価としては分かるんですけど、いろんな、例えば新名神の開通

で高槻の辺りで大きく森林面積が減少するというようなことは理解できる

んですけど、ここで提示していただいているのはあくまで大阪府全体の集

計量になっているかと思います。例えば、農業地がどういうところで大き

く減少しているのか、そういったものを、大阪府の立場で何らかの指導を

するとかそういうことはできないとは思うんですけども、何らかもし把握

できるようなものがあると、我々としては全体像を理解しやすいのかなと

思ったんですけれども、はい。 

【幹事 泉計画調整課参事】  関連施策の担当部署とも相談しながら、

それぞれ、この場でどこまで議論するかということも含めて、検討させて

いただきたいなと思っております。 

【塩見 委員】  ありがとうございます。 

 １つの意見ですので、また、御検討いただければと思います。 

【加我 会長】  はい、ありがとうございます。 

 大阪の都市計画の区域区分としても、北部・中部・南部・大阪市とござ
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います。それぞれ北大阪での動向であったり河内の動向であったり、また

大和川以南の南大阪の動向であったりということ、また大阪市都市中心部

ということでも違いますし、恐らく土地利用は各市町村での積み上げとい

うことでなってこようかと思います。 

 時折、この大阪府全体での土地利用の変化ということについては、現在、

地理情報システム等を使って調査したものの積み上げで、場合によっては、

南大阪での状況とか北大阪の状況ということは各部局で抑えられてると思

いますし、この国土利用計画審議会でも時折そういった御報告もいただい

てございますので、今般は大阪府域全域ということになりますが、地域で

の動き方ということと全体での動き方ということを双方見ておくのは非常

に大事な御視点だと思いますので、ＰＤＣＡの際には、そうしたことも加

味しながらチェックをしていただければというふうに思います。 

 今般、商業・業務については駅前と幹線道路沿道というようなことが新

たな質的評価として加えられましたけども、さらに地域でということでも

忘れずに見ていただければというふうに思ってございます。 

 ありがとうございます。 

 ほか、御質問・御意見等ございませんでしょうか。 

 どうぞ、三田委員。 

【三田 委員】  ありがとうございます。大阪府会の三田です。 

 何点かちょっと教えていただきたいんですが、まず１点、これ昨年やっ

たときに私も聞かせていただいたんですが、工業用地面積の推移のところ

なんですが、今回、今御説明聞いていたら、製油所の閉鎖によって工業用

地面積が減りました。そして、その減った部分が商業等の、業務施設等の

用地のほうに移ったという話なんですけれども、そもそもこういうのって

そういうふうな移し方をしなければいけないというルールなんですか。 
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 本当に私たちもこれずっととにかく工業用地がないということで、この

間、私、静岡県に視察行ったんですが、やっぱり静岡が工業用地つくった

ら大阪の企業が流れてるんですよ。今回は、ここ製油所、ＥＮＥＯＳだと

思うんですけれども、我々もまた地元の市町と連携しながら早くいろいろ

と工業団地というような形か何かで復活したいなと思ってるんですけど、

そもそもそういうような形で土地を動かさなきゃいけないのかなと、性格

上の土地をというのが１つ。 

 それから、もう一つなんですが、これは住宅のほうになんですが、特に

この１２ページの８番、これ木密だと思うんですけれども、私たちこれ議

会でも指摘してるんですけれども、なかなか進捗が難しいというようなセ

クションだと思うんですよね。やはり区画整理の問題とかそういうような

ものがあるんでしょうけども、この辺は本当に私たちも早くしないと、来

るべき、３０年以内には８０％の確率で南トラ起きると言われております

んで、早くこういう対策をしなきゃいけないですし、また、いろいろ耐震

化率というのも上げなきゃいけないと思うんですが、その辺のことをちょ

っと教えていただければと思います。 

 それから、３点目なんですけども、この農業面積の推移というところで、

１８ページなんですけれども、私たちも新しい担い手、先ほど、中谷さん

のほうから話がありましたけれども、やっぱり８８０万人の胃袋を満たす

ために、私はやっぱりこの地産地消じゃないですけど農業というのは本当

に大事だと思っています。そういうような中で、新規就農者、そしてまた

企業数、こういうのが入ってきてもらうのは本当に私はいいと思うんです

けども、この農地の中のまた遊休地、要するに耕作をしていない土地、こ

ういう土地の扱いというのはどうなっているのかなとちょっと思いまして、

そういうのも全部加味してるのか、それとも稼働してる土地だけを見てい
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るのかというのをちょっと教えていただければと思います。 

 それから、すみません、もう基本的に私知識がないので教えていただき

たいんですが、先ほど、決議で２ヘクタールなくなった、縮小したという

ことで決議をやりましたけれども、前年度対比で見てますと１４７ヘクタ

ール減ってるんですよね。これ先ほどの２ヘクタール、和泉のは分かった

んですけども、じゃあ、この１４７ヘクタール減ったときに、こういうよ

うな、すみません、本当に知識がないので教えてほしいんですけど、審議

会とかこういうの経なくてどんどんどんどん減ってって構わないのかなと

ちょっと今ふと思ったんですけれども、すみません、その辺をちょっと教

えていただければと思います。 

 すみません、もう知識がないものでよろしくお願いします。 

【加我 会長】  そうしましたら、４点いただきましたけども、幹事の

ほういかがでしょうか。 

【幹事 泉計画調整課参事】  お答えします。 

 まず、工業用地の算出について御質問賜ったと認識しております。 

 工業用地の算出については、平成２９年のこの国土利用計画をつくった

際に、国の要領に基づいて工業統計表にいう「事業所敷地面積」を従業員

１０名以上の事業所敷地面積に補正して算出したものということで定義を

決められておりまして、商業・業務施設等用地については、それ以外の特

に定まってない用地ということで、今回、定義上の分類で、工業用地から

商業・業務施設等用地へ移ったような形になっております。 

 ただ、都市計画上の用途地域は工業専用地域となっておりまして、港湾

計画においては工業分区であり、立地は工業及び関連付随施設に上げられ

るような、そういう用地になっておりまして、結果的に引き続き産業用地

としての活用の見込みはあるというふうに認識しておるところでございま
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す。 

 それから、工業用地を増やす施策については、後ほど関係所管の幹事か

らお答えさせていただければと思っております。 住宅についても住宅の

関係の関連幹事からお答えさせていただきます。 

【加我 会長】  農地の扱い方についてはいかがですか。 

【幹事 泉計画調整課参事】  １件目の議題の土地利用基本計画の農業

地域２ヘクタールと、２件目の報告の国土利用計画の農地の定義が違いま

す。国土利用計画の場合は、実際の農地をカウントしており、土地利用基

本計画の算出の仕方とは違っています。ただ、農業地域が減少傾向である

ことは事実ですので関連部局とも連携して、農業を保全していくという施

策を連携して推進していきたいと思っております。 

【加我 会長】  まず、工業について、工業関連の部局から御説明いた

だくということでよろしいですか。 

 向こうで手を挙げていただいております。どうぞ。 

【幹事  藤澤国際ビジネス・企業誘致課長】   商工労働部国際ビジネ

ス・企業誘致課長の藤澤でございます。 

 工業用地についてお答えをいたします。 

 三田委員から御指摘ございました製油所の関係なんですけれども、これ

なんですが、製油作業を休止しておるということになっておりますが、こ

れに伴いまして、区分上、一旦商業用地等に分類されております。 

 先ほど御説明がありました工業専用地域でございますので、商業施設は

建てられない地域、更にコンビナートの中ですので、現実的にも産業用地

として利用するということになると思います。ここに一定規模以上の工場

が立地し、操業開始されれば、再び工業用地に算入されます。したがいま

して、一旦、操業が止まったので商業等の用地の区分に一時的に移ってい



令和４年度第１回大阪府国土利用計画審議会会議録 

 

－23－ 

るという御理解をいただくのがよろしいのかなと思っております。 

【加我 会長】  次に、農業の関係ですかね、違いますか、そちらで手

を挙げていただいてる方は、密集の耐震化についてかと思います。その前

に、工場のことについてまとめさせてください。 

まず、３ページにございます土地の利用目的に応じた区分ごとの目標面

積、今現在、国土利用計画でそれのＰＤＣＡをやってございますが、この

国土利用計画での土地の利用目的に応じた区分ごとの目標面積については、

現在の土地の利用がそこで工業の操業がなされているのかどうかというこ

とを見てございます。今般、製油所が撤退されたということですので、一

旦、工業用地として見るのではなくて、現在の土地の利用の仕方としては

一旦、商業・業務施設等用地で見るということになってございます。 

 では、密集事業と住宅の耐震化についてよろしくお願いします。 

【幹事 宮本都市防災課長】  都市防災課長の宮本でございます。 

 私のほうから、密集地域の話と住宅の耐震化につきまして御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、密集地域については、令和３年度末時点で全国で、いわゆる危険

密集と呼ばれる地域が２，０００ヘクタール弱存在してございます。その

うち大阪府が１，０００ヘクタール弱あり、全国の約半分弱を占めていま

す。 

 現在、新たな方針に基づき、令和７年に９割以上、令和１２年度には全

域解消という目標を立て、ＧＩＳを用いて、効果的に延焼の危険性を低減

できる箇所を特定することによる、建物除却や公共施設整備に取り組んで

いるところです。指標につきましては、着実に改善はしており、引き続き

地元市と連携しながら目標達成に向け取り組んでまいります。 

 続きまして、住宅の耐震化につきましては、耐震化率令和７年９５％と
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いう目標達成に向け取り組んでいます。今のトレンドで見ますと、令和７

年には約９４％に到達し、目標は概ね達成できるところではございますけ

ども、私どもといたしましては、引き続き府内市町村とともに戸別訪問や

ダイレクトメール等、所有者に直接耐震化を働きかけ、一人でも多くの方

に耐震化が促進いただけるよう取り組んでまいりたいと考えてるところで

ございます。 

 以上です。 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 あと、もう一点、７ページの農地面積の考え方で、まず１点目は遊休農

地の扱い方について農地面積の計量の際に、どのような扱いになってるか、

環境農林水産部の方から、お答えいただけますでしょうか。 

【幹事 杉田農政室整備課長】  農政室整備課長の杉田でございます。 

 まず、御質問の中の７ページ、農地面積、例えば令和３年度の値、１万

２，７１７ヘクタールにつきましては、当然、今遊休化されてる農地も含

まれた農地、いわゆる転用はされていない農地につきましてはこの中に含

まれているということでございます。 

 あともう一点、御質問ありました審議関係の観音寺の部分との関係でご

ざいますけれども、先ほどの分については、あくまで農業振興地域を除外

をするというところについて、今回この国土審の審議案件になってござい

まして、例えば、今回の１４７ヘクタール減ってるわけなんですけれども、

当然、この中の約８割ぐらいは実は市街化区域内の農地が転用されてる形

になってございます。ですから、そういうのはあくまで農業地域以外で転

用されてる部分でございますし、残りの部分につきましても市街化調整区

域内であれば農地の転用の許可が要るわけなんですけれども、そういうと

ころでも若干ございますが、あくまでも地域の変更と個々個々の転用とい
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うところの違いでございます。 

【加我 会長】  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 前半で議論いただきました大阪府土地利用基本計画については５地域区

分で、その土地に係る法規制に基づいて地域区分がなされていると、ここ

で言ってます農業地域は農業振興地域であると、後半で議論してます大阪

府国土利用計画のほうは、そこの土地が農地であるかどうかということで

議論してございます。私もこれ理解するのになかなか時間かかったところ

でございますけども、７ページの農地面積については農地であるかどうか

ですので、農業地域の減少・縮小に関わらず、市街化区域内の宅地化農地

であったり生産緑地であったりといったことも含めて農地の減少が続いて

いるということでございますので、一番最初に御意見もいただきましたけ

ども、大阪にとっての農地、さらには農業ということも重要な課題になっ

てくるというふうにございますので、引き続き御審議、また取組等を進め

ていただければというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

 ほか、御意見・御質問等ございませんでしょうか。 

 ほか御質問・御意見等ないようですので、以上で、本日予定しておりま

した全ての議題は終了いたします。本日の議題につきましては、直ちに事

務局において必要な手続を進めさせます。 

 委員の皆様方には、円滑な議事の進行に御協力いただきありがとうござ

いました。 

 では、進行を事務局のほうにお返しします。 

 

 



令和４年度第１回大阪府国土利用計画審議会会議録 

 

－26－ 

４ 閉会 

 

【司会】  加我会長様、議事進行、誠にありがとうございました。 

本日の審議会を踏まえまして、大阪府において必要な手続を進めてまい

ります。 

 なお、遅れて到着された委員の皆様おられますので、委員数２３名のう

ち本日は１７名の出席となりましたことを報告させていただきます。 

 以上を持ちまして、令和４年度第１回大阪府国土利用計画審議会を閉会

させていただきます。 

 なお、本日会場のこのＫＫＲホテル大阪から、森ノ宮駅前まで無料のシ

ャトルバスが通ってございます。現在、１１時２７分ですかね、１１時３

０分、４５分、その後１２時、１２時１５分と１５分間隔で出発となって

おるということを伺っておりますので、森ノ宮方面に向かわれる方におか

れましては、よろしければ御利用いただければと思います。 

 では、本日の審議会を終了とさせていただきます。 

 出席いただきました委員並びに幹事の皆様、大変ありがとうございまし

た。 

 

（午前１１時２７分閉会） 


